
○
科
学
技
術
特
別
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
二
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

59

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

六
一
、
三
、
七

六
一
、
五
、
九

六
一
、
五
、
二
〇

可
　
　
決

六
一
、
五
、
二
一 
 

可
　
　
決

六
一
、
四
、
一
七

科
学
技
術

六
一
、
五
、
八

可
　
　
決

六
一
、
五
、
九

可
　
　
決

　
　
　
　
　
六
一
、
四
、
一
七

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

74

研
究
交
流
促
進
法
案

"

三
、
二
〇

四
、
二
五

　
　
五
、
一
二

可
　
　
決

　
　
五
、
一
四

可
　
　
決

　
　
四
、
九

科
学
技
術

　
　
四
、
一
八

可
　
　
決

　
　
四
、
二
二

可
　
　
決

　
　
　
　
　
　
四
、
二
五

参
本
会
議
趣
旨
説
明

本
院
議
員
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

衆
　
へ
　
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

９

原
子
力
基
本
法
及
び
核
原
料
物
質
、
核

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

稲
村
稔
夫
君

外
　
三
　
　
名

　
　
（
六
一
、
五
、
九
）

六
一
、
五
、
一
二

六
一
、
五
、
九

未

 

了

六
一
、
五
、
一
二

　
　
（
予
）

科
学
技
術

101

国
会

７

海
洋
開
発
基
本
法
案

塩
出
啓
典
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
（
五
九
、
四
、
二
三
）

六
〇
、
一
二
、
二
四

未

了

101

国
会

８

海
洋
開
発
委
員
会
設
置
法
案

塩
出
啓
典
君

外
　
二
　
名

　
　
　
（
四
、
二
三
）

一
二
、
二
四

未

了



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　 

　
議
　
　 

　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

13

原
子
力
基
本
法
及
び
核
原
料
物
質
、
核

燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

 

関
　
晴 

正 

君

 

外
　
　
五
　
　
名

　
　
（
六
一
、
四
、
一
七
）

六
一
、
四
、
一
八

六
一
、
四
、
一
八

　
　
（
予
）

六
一
、
四
、
一
八

科
学
技
術

　
　
六
一
、
五
、
八

撤
　
　
　
回

（
委
員
会
許
可
）

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
九
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
の
進
展
に
対
応

　
し
、
核
燃
料
物
質
又
は
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
に
つ
い
て
十
分
な
安

　
全
の
確
保
を
図
り
つ
つ
こ
れ
を
計
画
的
に
進
め
る
た
め
、
廃
棄
物
埋

　
設
及
び
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
つ
い
て
許
可
制
度
を
設
け
規
制
の
規

　
定
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
原
子
力
施
設
の
検
査
、
核
燃
料
物
質
の

　
運
搬
の
確
認
等
の
規
制
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
指
定
検
査
機
関

　
等
に
溶
接
の
検
査
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
ほ
か
、

　
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
の
事
業
に
関
す
る
規
定
の
新
設

（一）

廃
棄
の
事
業
の
許
可
等

1
　
放
射
性
廃
棄
物
を
埋
設
の
方
法
に
よ
り
最
終
的
に
処
分
す

　
る
「
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
」
、
放
射
性
廃
棄
物
を
最
終
的
な

　
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
管
理
す
る
等
の
「
廃
棄
物
管
理
の

　
事
業
」
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
総
理
大
臣

　
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
許
可
を
行
う
に
際
し
て
は
、
慎
重
な
安

　
全
審
査
を
行
う
と
と
も
に
、
原
子
力
委
員
会
及
び
原
子
力
安

　
全
委
員
会
の
意
見
を
聴
き
、
こ
れ
を
十
分
に
尊
重
し
て
行
わ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。



（二）

　　　

廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
確
認
等

廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
埋
設
し
よ
う
と
す
る
廃
棄
物
及
び

廃
棄
物
埋
設
施
設
が
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い

て
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

（三）

設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
認
可
等

廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
管
理
施
設

の
工
事
に
着
手
す
る
前
に
、
設
計
及
び
工
事
の
方
法
に
つ
い
て

内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
、
か
つ
、
使
用
前
に
内
閣
総
理

大
臣
の
検
査
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

四

そ
の
他

　
　
　
廃
棄
事
業
者
を
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
上
の
原

　
　
子
力
事
業
者
と
位
置
づ
け
、
廃
棄
の
事
業
に
係
る
原
子
力
損
害

　
　
賠
償
責
任
を
一
元
的
に
負
わ
せ
る
こ
と
。

二
、
原
子
力
施
設
に
関
す
る
検
査
等
の
規
定
の
整
備

（一）

溶
接
の
方
法
及
び
検
査
等

原
子
力
施
設
の
検
査
業
務
の
う
ち
、
溶
接
検
査
に
つ
い
て
、

国
の
指
定
す
る
検
査
機
関
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
際
の
確
認
、
放
射
性
廃
棄
物
に
関
す

る
確
認
の
業
務
の
う
ち
定
型
的
な
業
務
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、

国
の
指
定
す
る
確
認
機
関
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（二）
　
そ
の
他

　
指
定
機
関
の
指
定
基
準
及
び
指
定
機
関
に
対
す
る
監
督
等
に

つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
科
学
技

　
術
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

　
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
の
進
展
に
伴
つ

　
て
生
ず
る
核
燃
料
物
質
ま
た
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た

　
物
の
廃
棄
に
関
し
、
十
分
な
安
全
確
保
を
図
り
つ
つ
、
こ
れ
を
計
画

　
的
に
進
め
る
た
め
、
廃
棄
物
埋
設
及
び
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
つ
い

　
て
許
可
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
そ
の
規
制
に
関
し
、
所
要
の
規
定
の

　
整
備
を
図
り
、
ま
た
、
原
子
力
施
設
の
検
査
、
核
燃
料
物
質
の
運
搬

　
の
確
認
等
の
規
制
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
指
定
機
関
に
溶
接
検

　
査
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
、
所
要
の
規
定

　
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
電
気
事
業
者
等
の
発
生
者
責
任
の
担

　
保
、
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
陸
地
処
分
の
安
全
性
、
高
レ
ベ
ル

　
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
処
分
技
術
の
開
発
、
海
外
へ
の
再
処
理
委
託



に
伴
う
返
還
廃
棄
物
対
策
、
青
森
県
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
施
設
の
立

地
問
題
及
び
原
子
炉
の
安
全
確
保
対
策
等
広
範
に
わ
た
り
質
疑
が
行

わ
れ
、
さ
ら
に
、
学
識
経
験
者
及
び
地
元
関
係
者
に
よ
る
参
考
人
の

意
見
聴
取
を
二
度
行
う
な
ど
、
長
時
間
に
わ
た
る
熱
心
な
審
議
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
稲
村
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
佐
藤
委
員
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
反
対
、
ま
た
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て

志
村
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
塩
出
理
事
、
民
社
党

・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
山
田
委
員
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
賛
成
す
る
旨
の

意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
賛
成
多
数
を
も

つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
処
分
が
適
切

か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
た
め
の
七
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
案
が
提

出
さ
れ
、
賛
成
多
数
を
も
つ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

研
究
交
流
促
進
法
案
（
閣
法
第
七
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
の
効
率

　
的
推
進
を
図
る
た
め
、
科
学
技
術
に
関
す
る
国
の
試
験
研
究
に
つ
い

　
て
国
と
国
以
外
の
者
と
の
間
の
交
流
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

　
り
で
あ
る
。

　
一
、
定
義

(1)

「
試
験
研
究
機
関
等
」
と
は
、
科
学
技
術
（
人
文
科
学
の
み

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
試
験
研
究
を
行
う
国
の
機
関

で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

(2)

「
研
究
公
務
員
」
と
は
、
研
究
職
（
補
助
者
を
除
く
。
）
並
び

　
　
に
教
育
職
（
国
立
大
学
の
教
員
を
除
く
。
）
、
医
療
職
又
は
自
衛

　
　
官
の
う
ち
研
究
を
行
う
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。

二
、
外
国
人
の
研
究
公
務
員
へ
の
任
用

　
　
試
験
研
究
機
関
等
の
専
ら
研
究
に
従
事
す
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
研

　
究
公
務
員
（
防
衛
庁
の
職
員
を
除
く
。
）
に
外
国
人
を
任
用
で
き
る

　
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
、
研
究
集
会
へ
の
参
加



　
　
研
究
公
務
員
に
職
務
専
念
義
務
の
免
除
に
よ
る
学
会
等
へ
の
出

　
席
の
道
を
開
く
こ
と
。

四
、
研
究
公
務
員
に
関
す
る
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
特
例

　
　
共
同
の
研
究
開
発
の
促
進
の
た
め
、
研
究
公
務
員
を
休
職
に
よ

　
り
研
究
組
合
、
民
間
企
業
等
の
研
究
に
従
事
さ
せ
る
場
合
の
退
職

　
手
当
上
の
不
利
益
を
な
く
す
こ
と
。

五
、
国
の
受
託
研
究
の
成
果
に
係
る
特
許
権
等
の
譲
与

　
　
共
同
の
研
究
開
発
の
促
進
の
た
め
、
受
託
研
究
に
係
る
特
許
権

　
等
研
究
成
果
の
取
り
扱
い
を
改
善
す
る
こ
と
。

六
、
国
際
共
同
研
究
に
係
る
特
許
発
明
等
の
実
施

　
　
外
国
政
府
等
と
の
共
同
研
究
の
成
果
か
ら
生
ま
れ
た
特
許
権
等

　
に
つ
い
て
、
相
互
に
無
償
又
は
廉
価
に
よ
る
使
用
を
認
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

七
、
国
際
共
同
研
究
に
係
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
の
放
棄

　
　
外
国
政
府
等
と
の
共
同
研
究
の
実
施
に
伴
い
生
ず
る
損
害
賠
償

　
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

八
、
国
有
施
設
の
使
用

　
　
研
究
交
流
の
促
進
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
、
試

　
験
研
究
機
関
等
が
行
つ
て
い
る
研
究
と
密
接
な
関
連
を
有
し
、
そ

　
の
推
進
が
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
試
験
研
究
を
行
う
者

　
に
対
し
、
試
験
研
究
機
関
等
の
施
設
を
廉
価
で
使
用
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九
、
配
慮
事
項

　
　
国
は
、
国
の
研
究
に
関
し
国
際
的
な
交
流
を
促
進
す
る
に
当
た

　
つ
て
は
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行
す
べ
き
義
務

　
並
び
に
国
際
的
な
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮

　
を
払
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
研
究
交
流
促
進
法
案
に
つ
き
ま
し

　
て
、
科
学
技
術
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報

　
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
科
学
技
術
に
関
す
る
国
と
国
以
外
の
者
と
の
交
流

　
を
促
進
す
る
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が

　
国
に
お
け
る
科
学
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
の
効
率
的
推
進
を
図
ろ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
律
案
に
防
衛
庁
職
員
を
含
め
た
理

　
由
、
軍
事
目
的
の
研
究
と
の
か
か
わ
り
方
、
Ｓ
Ｄ
Ｉ
研
究
と
の
関
連
、

　
民
間
企
業
等
と
国
の
試
験
研
究
機
関
と
の
研
究
交
流
の
あ
り
方
及
び

　
研
究
公
務
員
の
人
材
確
保
策
等
、
広
範
に
わ
た
り
、
熱
心
な
質
疑
が



行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
稲
村
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
佐
藤
委
員
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
反
対
、
ま
た
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て

岡
部
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
塩
出
理
事
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
賛
成
多
数
を
も

つ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
研
究
交
流
の
促
進
に
当
た
つ
て
の
五

項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
を
も
つ
て
本

委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




